
 

 

令和７年度 塚口中学校 学校生活のきまり 

（令和７年５月改訂） 

  

 

塚口中学校の生徒として、 時を守り、場を清め、礼を正す ことを生活の基本とし、 
次のことを守り気持ちよく毎日の生活を送りましょう。  

 

  重点努力事項 

     ○さわやかなあいさつと返事 

     ○しっかりと話を聞く 

     ○正しい言葉遣いをする 

     ○チャイム着席を守る。 

 

１．登下校 

○８時２０分までに南通用門より登校すること。８時２０分以降の登校は校門遅刻とす
る。２５分には教室で着席していること。  

○交通ルールやマナーを守り、指定された通学路を通ること。  

○放課後、用事のない生徒はすぐに下校すること。  

○クラブの生徒は練習終了後すぐに帰宅すること。  

 

２．欠席・遅刻・早退 

○学校を休む場合や遅刻をする場合は、必ず保護者が連絡すること。遅刻してきた場合は、
必ず職員室で遅刻届を受け取り教科担任に提出すること。  

○早退する場合は、養護教諭と担任もしくは学年の教師の許可を得て、早退許可書を 
受け取る。帰宅後すぐに学校に電話をすること。  

 
３．時間の厳守 

○チャイムの合図によって自主的に行動することを習慣化する。  

○チャイムの合図で授業が始められるように時間を見て行動する。  

○特別教室への移動は、休み時間中に完了する。移動時はクラスで並んでいくこと。  

 

４．忘れ物 

○原則校外に出て忘れ物を取りに帰らない。 

 

５．学校生活 

○昼休みは予鈴で教室に戻る。  

○昼休みの体育館開放はない。  

○昼食は自分の教室で摂り、チャイムが鳴るまでは教室から出ない。  

○他の教室には入らない。特に必要がない場合は他学年の階に行ってはいけない。  

○学習に不必要な物は持ってこない。持ってきた場合は、担任が預かり保護者に返却する。 
○不必要なお金は持ってこない。持ってきた場合は、朝一番に担任に預ける。  

 

６．自転車通学 

○クラブ活動などで自転車通学をする者は担任・クラブ顧問より許可を得て、 
自転車を押して登校し、北門から入り指定の場所に駐輪する。 

〇無許可で自転車通学をした場合は、保護者引き取りで返却する。 
 

 



 

 

 

 

 

７．頭髪 

○清潔で活動的、健康的な髪型にすること。 

◇前髪は目がかくれない程度の長さを保つ。 
◇左右・後ろ髪が襟や肩にかかる場合はゴムでくくる。（黒・紺・茶） 
＊黒色のヘアピン・パッチンピンは使用可、華美でなく大きさは５ｃｍ以内。 
ただし、必要以上に多く使用しない。パッチンピンは正面から見える所は禁止。  

○整髪料の使用、染色、脱色、パーマは禁止。 
○極端な刈り上げ・極端なかぶせはしない。 

○左右非対称な髪型はしない。  

○眉を細くしたり、そり込みを入れたりしない。  

○最終的な判断は、生徒指導部生徒指導担当が行う。 
 

８．服装  

【通年】ブレザースタイルorポロシャツ・スラックスorスカートスタイル 
＊ブレザーの下はポロシャツ＊ネクタイの着用は自由、式典は必ず着用 
＊肌着は白・黒・紺・灰色（ワンポイント可）ハイネックは不可 
黒・紺・灰色を着用する場合はポロシャツから見えないようにすること 

＊ブレザーの下にセーター可 
セーターはⅤネックの無地の白・黒・紺・灰色（ワンポイント可） 

  登下校でのセーターのみは禁止。 
＊スラックスにはベルトを着用すること。黒・紺・茶の無地で装飾品は不可 
＊ズボン下に無地のアンダーウエア可（黒・紺・灰） 

 ＊スカート下にベージュのストッキングorタイツ・レギンス可（黒・紺・白・灰色） 
【夏季】ポロシャツ・スラックスorスカートスタイル（７～９月） 

 
<注意点> 
●式典は指定された服装（事前に連絡） 
●変形の制服は認めない。 
（腰履き禁止。スカート丈の目安は膝立ちをしたとき裾が床につく長さ） 
●ブレザーの腕まくりは禁止。ボタンも留める。  

●靴は紐靴orマジックテープで運動ができる靴。 
靴の色は白・黒・紺・灰色のみ、紐の色は白・黒・紺・灰色のみ  
（ハイカット・厚底・スパイク不可）  

●靴下は白・黒・紺・灰色（ワンポイント可）長さはくるぶしが隠れること。 
●制服の下にジャージの着用はしない。 
●防寒具はマフラー・ネックウォーマー・手袋を着用可（校舎内は着用禁止） 
●ワンポイントの基準は５００円玉の大きさ 
 

９．その他 

○マスクは華美にならないもの。装飾品は禁止。 
○登校時のカバンは制カバン＋補助カバンを基本とし、補助カバンのみの登校も可とする。 
＊ 行事で指定がある場合はそのカバンを使用する。補助カバンに反射材をつけることを推奨する。 

○カバンにキーホルダーはつけない。お守りは可（ただし、見えないようにすること） 
○化粧、装飾品（ピアス、指輪、ネックレス等）は禁止。  

○リップは色付き、匂いつきは禁止。必要であれば薬用の物を使用すること。  

○飲み物は、お茶、水、スポーツドリンクとする。  

○ひざ掛け・座布団は使用可、うちわは禁止。  

○学校指定以外の帽子の使用は禁止。  

○登下校中の買い物・飲食はしない。 


